
乙号証 P.1

　
　
　
　
　
　

（先行文献(先行公開の実
願のマイクロフィルム)。
本件の拒絶理由通知書(乙
４)でも摘示の物。）

［乙第１号証］（乙１～乙１０、
　答弁書関係
　副本直送）

（05年3月の共同研修での被告の証拠です。
（松本、他の資料などは次のアドレス

http://homepage3.nifty.com/nmat/））



乙号証 P.2



乙号証 P.3



乙号証 P.4

（特にこの図面に注
意。）



乙号証 P.5

［乙第２号証］
（先行文献。本件の拒絶理
由通知書(乙４)でも摘示の
物。）



乙号証 P.6



 

乙号証 P.7

（先行文献（先行公開の実
願のマイクロフィルム）。
本件の拒絶理由通知書(乙４

)でも摘示の物。）

［乙第３号証］



 

乙号証 P.8



 

乙号証 P.9



 

乙号証 P.10



 

乙号証 P.11



 

乙号証 P.12



 

乙号証 P.13



 

乙号証 P.14



 

乙号証 P.15



 

乙号証 P.16



 

乙号証 P.17



乙号証 P.18

（本件の審査過程での
拒絶理由通知書。）

［乙第４号証］



 

 

 

                                                                      改訂版（２） 

共 同 開 発 契 約 書 

 
 

 仙台工業株式会社（以下、「甲」という。）と株式会社中央オート（以下、「乙」

という。）とは、新しい悪路脱出具の開発のための共同開発および共同開発成果

の取り扱い等について、次のとおり契約する。 

 

第１条  開発の範囲 

  甲および乙は、次条以下に定めるところにより、新しい悪路脱出具（以下、

「本件製品」という。）の開発（以下、「本件開発」という。）を共同して実施

するものとする。 

 

第２条  開発の分担 

  各当事者は、本件開発を次の通り分担して遂行する。 

  甲は、乙から開示された情報に基づき、本件製品を試作し（以下、「本件

開発試作品」という。）、乙に対し、本件開発試作品を提供する。 

  乙は、甲から提供された本件開発試作品の機能・性能等を評価し、甲に

対してその評価結果を書面で報告する。 

  甲は、乙から報告された本件開発試作品の機能・性能等の評価結果に基

づき、本件開発試作品を量産試作品として改良し（以下、「本件量産試作品」

という。）、乙に対し、本件量産試作品を提供する。 

 

第３条  情報開示 

  各当事者は、互いに、本件開発に必要な情報（以下、「本件情報」という。）

を開示する。 

 

第４条  秘密開示 

  各当事者は、相手方から開示された本件情報のうち秘密情報（以下、「本件

秘密情報」という。）を秘密に保持し、第三者に対し漏洩してはならず、他の

目的に利用してはならない。但し、次の情報は、本件秘密情報には該当しな

い。 

  開示時に被開示者が保有していたもの 

  開示時に公知又は公用のもの 

  開示後に被開示者が正当な権利者から秘密保持義務を負わずに開示され

たもの 

  開示後に被開示者に帰責事由なく公知又は公用になったもの 

乙号証 P.19

（原告と被告・中央オ
ートの間の契約書。）

［乙第５号証］



 

 

 

                                                                      改訂版（２） 

 

 

第５条  成果物の取扱い 

 １ 本件開発の成果物（以下、「本件成果物」という。）は、両当事者の共有

に帰属する。 

 ２ 一方当事者が本件成果物について特許権・実用新案権その他の工業所有

権の取得を希望する場合には他方当事者と協議のうえ共同で出願するもの

とし、同工業所有権の出願及び維持に必要な費用は各当事者の協議により

その分担を定める。 

 

第６条  本件製品の事業化 

両当事者は、本件製品の事業化について、誠実に協議する。 

 

第７条  契約期間 

 １ 本件契約は、締結日から１年間有効とする。 

 ２ 本件契約期間満了後も第４条及び第５条は有効に存続する。 

 

 

本契約の証として本書２通を作成し、甲、乙各その１通を保有する。 

 

                                        ２０００年１０月１日 

 
 
           （甲） 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

 

               仙 台 工 業 株 式 会 社 

               代 表 取 締 役 甲 野 太 郎  □印  
 
           （乙） 東京都中央区日本橋石町２丁目１番１号 

 

               株 式 会 社 中 央 オ ー ト 

               代 表 取 締 役 乙 山 次 郎  □印  

乙号証 P.20



（資料２，乙３号証）

「悪路脱出具」市場調査等報告書

２０００年７月２日

株式会社中央オート

項目別評価

１．開発テーマが生活者のニーズに合っているか

　①開発テーマがターゲットのニーズに合っているか

・ぴったり合う

　②開発テーマが生活者にとって新しい生活の提案性を持っているか

・かなり持っている

２．開発テーマが自社のシーズに合っているか

　①開発テーマが自社の生産技術・技能に合っているか

・やや合わない

　②開発テーマが自社の機械設備に合っているか

・やや合わない

３．開発テーマがマーケットのニーズに合っているか

　①開発テーマがターゲットの動向に合っているか

・よく合う

　②開発テーマが自社の流通ルートに合っているか

・ぴったり合う

総合所見

開発テーマは市場の動向、ターゲットのニーズに合ったものといえる。生

産設備、技術における不足分は適切な製造メーカーをパートナーとするこ

とで解決すると考えられる。

本件開発は進行すべきものと判断する。

乙号証 P.21

（被告・中央オートの社
内の報告書。これが開発
のもとになった。）

［乙第６号証］



企　画　書 （資料３，乙４号証）

２０００年月７月２日

株式会社中央オート

開発商品の持つ特徴・提案

悪路脱出具は、簡便、迅速かつ安全にセットできなければならない。

力の弱い女性や高齢者でも間便に持ち運びができるだけの軽量さ、そして

手袋をせずに素手で取り扱ってもけがをするおそれのない安全さを備えた

商品とする。

従来品や競合品と比較しての改善・改良・優位性

従来品は金属製のために重く、簡便性に欠ける。

従来品は金属製のためにタイヤトレッドが削り取られるおそれがある。

合成樹脂製とすることにより、軽量かつトレッドが削られるおそれが解消

する。

（従来品の例）

金属基盤を屈曲させ、突起１０を設け

たもの

（実開昭５２－２４６４０号）

開発商品のコンセプト

取り扱いが簡便且つ安全であり、タイヤへの負担も少ない悪路脱出具

乙号証 P.22

（被告・中央オートの社内の
企画書。乙６の報告を受けて
のもの。）

［乙第７号証］

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　



（資料４，乙５号証）

デザイン設計書

株式会社中央オート御中

２０００年９月１日

株式会社グランド企画

商品名　　悪路脱出具

商品案

（着色部分は透孔となっている）

企画商品の特徴・提案

・ 中央及び両側に向きの異なる傾斜としたリブを形成したのでタイヤのグリ

ップ性がよく、適度に撓むのでトレッド損傷も回避できる

・ 側壁及び２本の溝を伴った長手方向のリブを形成したので、タイヤが乗っ

た際にも上下方向の変形が少ない。

・ リブの間から雪が排出される

・ 合成樹脂製であり基板がないので軽量化でき、かつけがのおそれが少ない。

・ 射出成形により製造が可能で製造コストが低廉

競合品と比較しての優位性

・ 傾斜したリブの態様は、一見してグリップ性の良さを感じさせる

・ 側壁に加えて長手方向のリブの存在は、荷重に対する強度を感じさせる

乙号証 P.23

（被告・中央オートの関連会社である
グランド企画が作成して中央オートに
提出したデザイン設計書。被告製品の
形状は基本的にこれによっている。ま
た、原告にも渡したもので、本件特許

のもとにもなった。）

［乙第８号証］



（資料５、乙６号証）

要求仕様書

株式会社中央オート　御中

２０００年９月１日

株式会社グランド企画

「悪路脱出具」の開発においては、以下の要件を満たすことが必要である。

１．機能面

１）既存商品と比較してタイヤのグリップ性がよいこと

２）前方に上向きの緩傾斜、後方に下向きの傾斜を設けること

３）タイヤの雪が排出されること

４）自動車の荷重に対して十分な撓み強度を有すること。

２．取り扱い利便性

１）既存商品よりも軽量として取り扱い利便性が高いこと

２）取り扱い上の安全性に十分配慮すること。特にエッジで作業者が損

　傷しないようにすること

３．素材・製造方法など

１）合成樹脂製とすること

２）射出成形可能とすること

乙号証 P.24

（被告・中央オートの関連会社で
あるグランド企画が作成して中央
オートに提出した要求仕様書。被
告製品の形状は基本的単位これに
よっている。また、原告にも渡し

たもの。）

［乙第９号証］



（資料６，乙７号証）

開発製造元リスト

株式会社中央オート　御中

２０００年９月１日

株式会社グランド企画

「悪路脱出具」の開発においては、別紙「要求仕様」を満たす商品の共同開発

者ないしは製造者として以下のメーカーが候補となる。

１．株式会社大田工業

東京都大田区京浜島１丁目１番１号

電話＊＊＊＊＊＊＊＊

　（推薦理由）

射出成形技術に長けている

２．仙台工業株式会社

宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号

電話＊＊＊＊＊＊＊＊

　（推薦理由）

射出成形設備を保有し、商品開発力に長けている。

３．大山工業株式会社

宮城県伊達市＊＊＊＊＊＊

電話＊＊＊＊＊＊＊

　（推薦理由）

射出成形技術に長けている

４．株式会社ブローワーク

東京都墨田区＊＊＊＊＊

電話＊＊＊＊＊＊

　（推薦理由）

射出成形技術に長け、かつ自動車部品関連の販売ルートも持つ

乙号証 P.25

（被告・中央オートの関連会社で
あるグランド企画が作成して中央
オートに提出したリスト。これら
に基づいて検討した結果、原告に
共同開発などを提案した。）

［乙第１０号証］


